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特記仕様書【17-4 はく落防止対策工】および移動足場工での施工とされている項目
検査路等支障物により移動足場工での施工が不可となる場合、設計変更協議の対象にな
ると考えてよろしいでしょうか。

現地調査後、検査路等支障物により移動足場工での施工が不可と監督員が認
める場合は、設計変更協議の対象になります。
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